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平成 ２８ 年 １２ 月 １５ 日 

佐賀県地域医療構想調整会議決定 

 

佐賀県地域医療構想調整会議における協議の取扱要領（案） 

 

 医療法第３０条の１４に基づく協議について、佐賀県地域医療構想調整会議運営要

綱第６条の規定に基づき、以下のとおり定める。 

 

第１ 地域医療構想調整会議において協議を要する事項 

（１）地域医療支援病院及び特定機能病院の医療機能の大幅な変更等 

地域医療支援病院及び特定機能病院は、地域における中核医療機関としての役割が

期待されていることから、医療機能の大幅な変更等を予定している場合には、地域医

療支援病院等の開設者又は管理者（以下「開設者等」という。）は、変更前に地域医療

構想調整会議において、変更の趣旨、変更後の医療機能等を説明することとする。 

 医療機能の大幅な変更等とは、回復期機能・慢性期機能を有しない地域医療支援病

院等が新たに回復期機能・慢性期機能を有することや、従来有していた回復期機能・

慢性期機能の病床を増床するなど、地域の医療機関との機能分化・連携に影響を及ぼ

すおそれがあるものを指す。 

 

（２）医療機関の統合 

 医療機関の統合は、地域における医療提供体制に影響を及ぼすおそれがあることか

ら、統合を予定している医療機関の開設者等は、統合前に地域医療構想調整会議にお

いて、統合の趣旨、統合後の医療機能等を説明することとする。 

 統合とは、複数の医療機関の廃止届と新たな医療機関の開設許可申請が、実態とし

て、一連の行為として行われるものをいう。 
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第２ 地域医療構想調整会議において協議を行うことができる事項 

（１）医療機関の求めによる協議 

 医療機関は、自らの医療機能の大幅な変更等に伴い地域の他の医療機関の理解を求

めることが必要と判断する場合には、医療機関の開設者等は、変更前に地域医療構想

調整会議において、変更の趣旨、変更後の医療機能等を説明することができる。 

 

（２）県の求めによる協議 

 県は、地域医療構想の達成を推進するために必要があると認めるときは、医療機関

に対して、地域医療構想調整会議に出席し、説明するよう求めることができる。 

 

（３）地域医療構想調整会議構成員の求めによる協議 

 地域医療構想調整会議構成員は、地域医療構想の達成を推進するために必要がある

と認めるときは、関係する医療機関が地域医療構想調整会議において説明・協議を行

うよう、県に求めることができる。 

 

第３ その他 

（１）具体的な協議の場 

本要領に基づく具体的な協議の場は、各構想区域に設置する地域医療構想調整会議

分科会とする。 

 

（２）関係者の責務 

 地域医療構想調整会議構成員、医療機関の開設者等は、医療法第３０条の１４の規

定及び佐賀県地域医療構想の趣旨に沿って、誠実に対応するものとする。 


